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公用車（電気軽乗用車）購入仕様書 

 
１．事業名        公用車（電気軽乗用車）購入 １台（公有財産管理課） 

２．車両情報 

（１）車種分類     軽乗用車（電気自動車） 

 （２）駆動用バッテリー リチウムイオン電池 

（３）総電力量     ２０Ｋｗｈ以上 

（４）総電圧      ３５０Ｖ以上 

（５）一充電走行距離  １８０ｋｍ以上（一充電走行距離（ＷＬＴＣモード）） 

（６）ドア数      ４ドア 

（７）乗車定員     ４名 

（８）ミッション    ＡＴ 

（９）駆動方式     ２ＷＤ 

（１０）車体色      ホワイト 

（１１）車両寸法     全長：３３９５ｍｍ以内 全幅：１４７５ｍｍ以内 全高：１６５５ｍｍ以内 

（１２）環境基準     排出ガス規制の適用を受けない自動車 同等以上 

（１３）適合騒音規制   平成２８年騒音規制Ｍ１Ａ２Ａに適合同等以上 

（１４）装備、付属品   ① 衝突被害軽減ブレーキ 

② 踏み間違い衝突防止機能 

             ③ 車線逸脱防止支援機能 

             ④ バックカメラ 

             ⑤ 前後ドライブレコーダー（２カメラタイプ） 

             ⑥ カーナビゲーション 

               ただし、テレビ受信機能機器がないものに限る。 

             ⑦ フロアマット（フロント、リア） 

⑧ マッドガード 

⑨ エクシードバイザー 

⑩ 充電ケーブル（メーカー純正品） 

（コントロールボックス付きＡＣ２００Ｖ以上 長さ７．５ｍ以上） 

⑪ 運転席及び助手席ドアに「市章」及び「南相馬市」の名入れ 

 （詳細については２／２ページ参照） 

⑫ 標準仕様スタッドレスタイヤ（アルミホイール付き）×４本 

   ※メーカーについては、ブリヂストン、ヨコハマタイヤ、ダンロップ、 

    ミシュランのいずれかとする。 

 ⑬ 俯瞰映像表示機能 

３．数量       １台（令和８年もしくは令和９年式の新車） 

４．納入場所     南相馬市原町区本町二丁目２７番地 南相馬市役所 

５．納入期限     令和９年３月３１日 ※納入期限にかかわらず早期納入に努めること 

６．諸費用      登録及び車庫証明の手続きは納入者が代行すること。 

           新車購入に係る自賠責保険料及び自動車登録費用（新規検査登録手数料、車庫証明手

数料、検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用、預かり法定費用）、自動車リサ
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イクル料金は市が別途負担する。 

７．提出書類     ① 入札書（税抜き総額を記載） 
            ② 同等品確認書（参考品以外で入札する場合に限る） 
               入札品は、上記に記載された参考品若しくは、参考品と同等の仕様を満たすも

のを原則とする。参考品以外で入札する場合は、「同等品確認書（車両）」及びカ

タログ等により入札品を公有財産管理課に提示し、了解を得た後に入札すること。

（※確認後は指名業者全社へ通知を行うため、一度了承を得た物品についてはそ

れ以降の確認は不要。ただし、全社へ送付する確認書の写しを入札書と一緒に提

出のこと。） 
               なお、参考品以外の入札予定品の事前確認をする場合は、入札日４日前(閉庁日

を除く)の正午までに公有財産管理課に連絡すること。 
連絡先：０２４４－２４－５４０５ 

８．その他      本仕様書に記載されていない事項で、不明な点については公有財産管理課と別途協議

とする。 

【「市章」「南相馬市」名入れ詳細】 

 

 

 


